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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一パネルを支持する第一パネル支持部から見込み方向に延びる第一見込み片部を有す
る第一方立部材と、第二パネルを支持する第二パネル支持部から見込み方向に延びる第二
見込み片部を有する第二方立部材とを、第一、第二見込み片部同士が互いに対向する状態
で組み付けて構成される左右分割型の方立において、該方立に第三パネルを支持するため
の第三パネル支持部を設けるにあたり、該第三パネル支持部は、前記第一、第二方立部材
の少なくとも一方の方立部材に一体形成されることを特徴とする方立。
【請求項２】
　請求項１において、第三パネル支持部は、第一、第二見込み片部の見込み幅内に収まる
状態で該第一、第二見込み片部の対向間に形成されることを特徴とする方立。
【請求項３】
　請求項１または２において、第一、第二見込み片部の少なくとも一方の見込み片部に、
該見込み片部の見込み方向端部から他方の見込み片部の見込み方向端部に向けて延びる見
付け片部を一体形成し、該見付け片部に第三パネル支持部を没入形成したことを特徴とす
る方立。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項において、第三パネル支持部は、第一方立部材に一体形成
される第三パネル支持部一半部と第二方立部材に一体形成される第三パネル支持部他半部
とにより形成されることを特徴とする方立。
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【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一項において、方立に第三パネルを取付けない場合に、第三パ
ネル支持部には、第一、第二見込み片部の見込み方向端部と面一状となって第三パネル支
持部を塞ぐカバー部材が装着されることを特徴とする方立。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サッシやカーテンウォール等に用いられる方立に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、サッシやカーテンウォール等に用いられる連窓用の方立として、左右に分割さ
れた方立を用いることがあるが、このような左右分割型の方立のなかには、例えば、パネ
ル（ガラスパネルや樹脂パネル等）を支持するパネル支持部と、該パネル支持部から見込
み方向に延びる見込み片部とを有する左右一対の第一、第二方立部材を、見込み片部同士
が互いに対向するように組み付けて構成されるものがある。
　ところで、前述したような左右分割型の方立を利用して、第一、第二方立部材に支持さ
れる第一、第二パネルとは異なる面方向を向く第三パネル（例えば、間仕切りパネル等）
を取付けることが要求される場合がある。そこでこのような場合に、第一、第二方立部材
（第一、第二パネル保持部材）の屋内側面（内片）に、第三パネル保持部を有するアタッ
チメントを取付け、該アタッチメントを介して方立に第三パネルを支持せしめるようにし
た技術が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１６０７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１のものは、左右分割型の方立に第三パネルを支持せしめ
るにあたり、方立とは別部材であるアタッチメントが必要であって、部品点数が多くなり
製造コストが増加するという問題がある。しかも、特許文献１のアタッチメントは、第一
、第二方立部材の屋内側面に取付けられる係合部材と、該係合部材に屋内側から係合し、
第三パネル保持部を有する第三パネル保持部材とを備えて構成されている。つまり、第三
パネルを支持するためのアタッチメントは、第一、第二方立部材の屋内側面から屋内側に
突出する状態で設けられており、このため、該突出したアタッチメントが別部材として視
認されるうえ、第三パネルが設けられる方立と第三パネルが設けられない方立とが隣接し
たような場合に、アタッチメントの有無により方立としての統一性が損なわれて意匠性に
劣るという問題もあり、これらに本発明の解決すべき課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作された
ものであって、請求項１の発明は、第一パネルを支持する第一パネル支持部から見込み方
向に延びる第一見込み片部を有する第一方立部材と、第二パネルを支持する第二パネル支
持部から見込み方向に延びる第二見込み片部を有する第二方立部材とを、第一、第二見込
み片部同士が互いに対向する状態で組み付けて構成される左右分割型の方立において、該
方立に第三パネルを支持するための第三パネル支持部を設けるにあたり、該第三パネル支
持部は、前記第一、第二方立部材の少なくとも一方の方立部材に一体形成されることを特
徴とする方立である。
　請求項２の発明は、請求項１において、第三パネル支持部は、第一、第二見込み片部の
見込み幅内に収まる状態で該第一、第二見込み片部の対向間に形成されることを特徴とす
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る方立である。
　請求項３の発明は、請求項１または２において、第一、第二見込み片部の少なくとも一
方の見込み片部に、該見込み片部の見込み方向端部から他方の見込み片部の見込み方向端
部に向けて延びる見付け片部を一体形成し、該見付け片部に第三パネル支持部を没入形成
したことを特徴とする方立である。
　請求項４の発明は、請求項１乃至３の何れか一項において、第三パネル支持部は、第一
方立部材に一体形成される第三パネル支持部一半部と第二方立部材に一体形成される第三
パネル支持部他半部とにより形成されることを特徴とする方立である。
　請求項５の発明は、請求項１乃至４の何れか一項において、方立に第三パネルを取付け
ない場合に、第三パネル支持部には、第一、第二見込み片部の見込み方向端部と面一状と
なって第三パネル支持部を塞ぐカバー部材が装着されることを特徴とする方立である。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１の発明とすることにより、方立に第三パネルを支持するための専用の別部材を
必要とせず、また、専用の別部材を方立に取り付ける工程も不要となって、製造コストの
削減に大きく貢献できる。
　請求項２の発明とすることにより、第三パネル支持部が外部から視認されることなく、
意匠性の向上に貢献できる。
　請求項３の発明とすることにより、第三パネル支持部を、第一、第二見込み片部の見込
み幅内に収まる状態で第一、第二見込み片部の対向間に形成することができる。
　請求項４の発明とすることにより、第三パネルを、第一方立部材と第二方立部材との両
方の方立部材で支持することになって、強固な支持構造とすることができる。
　請求項５の発明とすることにより、方立に第三パネルを取付けない場合には、第三パネ
ル支持部を、第一、第二見込み片部の見込み方向端部と面一状となる状態で塞ぐことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（Ａ）は間仕切りが取付けられたサッシの内観図、（Ｂ）は（Ａ）のＸ矢視図で
ある。
【図２】図１（Ａ）のＹ－Ｙ矢視拡大図である。
【図３】連結部材を省略した図２のＸ部の拡大図である。
【図４】図２のＹ部の拡大図である。
【図５】（Ａ）、（Ｂ）は方立および間仕切り枠の組み付けを示す図である。
【図６】（Ａ）は方立の見付け寸法と間仕切り枠の見込み寸法とが異なる他例を示す図、
（Ｂ）は第二の実施の形態を示す図である。
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。図において、１は建物
の屋内外を仕切るサッシであって、該サッシ１は、左右方向に間隔を存して立設される複
数の連窓用の方立２と、左右に隣接する方立２間に支架される複数の横材（上枠や下枠）
３と、これら方立２と横材３とにより形成される開口部に取付けられるバネル４とを備え
て構成されている。
　尚、本実施の形態を説明するにあたり、前記サッシ１を構成するパネル４（後述する第
一、第二パネル４Ａ、４Ｂ）は面方向が同方向を向いているとともに、該パネル４の面方
向に沿うとともに上下方向と直行する方向を、左右方向として説明する。また、本実施の
形態では、前記パネル４および後述する第三パネル７としてガラスパネルが用いられてい
るが、これに限定されることなく、樹脂製や金属製、木製のパネルであってもよい。
【０００９】
　前記方立２は、サッシ１を構成するパネル４の左右何れか一方の縦辺部を支持する第一
方立部材５と、パネル４の他方の縦辺部を支持する第二方立部材６とから構成される左右
分割型のものであって、これら第一、第二方立部材５、６を一体的に組み付けて方立２が
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形成されているが、さらに該方立２は、必要に応じて、サッシ１を構成するパネル４とは
面方向が異なる第三パネル７を支持することができるようになっている。該第三パネル７
は、本実施の形態では、サッシ１の屋内側に配設される間仕切り８を構成するパネルであ
って、その面方向は、サッシ１を構成するパネル４の面方向に対して垂直状となるように
設定されている。
【００１０】
　ここで、本実施の形態では、図面における左側の方立部材５を第一方立部材５と称し、
右側の方立部材６を第二方立部材６と称するとともに、第一方立部材５に支持されるパネ
ル４を第一パネル４Ａと称し、第二方立部材６に支持されるパネル４を第二パネル４Ｂと
称するが、この場合に、同一のパネル４でも、第一方立部材方５に支持されているパネル
４として説明する場合には第一パネル４Ａと称し、第二方立部材６に支持されているパネ
ル４として説明する場合には第二パネル４Ｂと称する。また、第一パネル４Ａと第二パネ
ル４Ｂとを総称してパネル４（サッシ１を構成するパネル４）と称するが、該サッシ１を
構成するパネル４には、前記第三パネル７は含まれない。さらに、前記第一、第二方立部
材５、６を説明するにあたり、これら第一、第二方立部材５、６同士を組み付けて連結し
た状態で第一、第二方立部材５、６同士が互いに対向する側（連結側）は、方立２にとっ
て見付け方向内側となるため、第一、第二方立部材５、６同士の対向側を見付け方向内側
とし、反対側を見付け方向外側として説明する。
【００１１】
　前記第一方立部材５は、第一パネル４Ａの縦辺部がビートやシーリング材２０等を介し
て嵌合支持される凹溝状の第一パネル支持部５ａと、該第一パネル支持部５ａの屋外側に
形成される第一屋外側片部５ｂと、該第一屋外側片部５ｂの見付け方向内側端部に形成さ
れるＵ溝状の第一屋外側係合部５ｃと、第一パネル支持部５ａの溝底部から見付け方向内
側に向けて突出形成される第一当接片５ｄおよび第一リップ溝部５ｅと、第一パネル支持
部５ａの溝開口側端部から見込み方向屋内側に延びる第一見込み片部５ｆと、該第一見込
み片部５ｆの見込み方向屋内側端部から見付け方向内側に延びる第一見付け片部５ｇと、
該第一見付け片部５ｇの見付け方向内側端部から見込み方向屋外側に向けて折曲形成され
る第三パネル用第一溝側面部５ｈと、該第三パネル用第一溝側面部５ｈの見込み方向屋外
側端部から見付け方向内側に向けて折曲形成される第三パネル用第一溝底面部５ｉと、該
第三パネル用第一溝底面部５ｉの見付け方向外側端部に形成される第一屋内側係合部５ｋ
と、第三パネル用第一溝側面部５ｈの見込み方向中間部に形成される第一キャップ係合受
部５ｍとを備えて構成されている。
【００１２】
　また、前記第二方立部材６は、第二パネル４Ｂの縦辺部がビートやシーリング材２０等
を介して嵌合支持される凹溝状の第二パネル支持部６ａと、該第二パネル支持部６ａの屋
外側に形成される第二屋外側片部６ｂと、該第二屋外側片部６ｂの見付け方向内側端部に
形成される第二屋外側係合部６ｃと、第二パネル支持部６ａの溝開口側端部から見込み方
向屋内側に延びる第二見込み片部６ｆと、該第二見込み片部６ｆの見込み方向屋内側端部
から見付け方向内側に延びる第二見付け片部６ｇと、該第二見付け片部６ｇの見付け方向
内側端部から見込み方向屋外側に向けて折曲形成される第三パネル用第二溝側面部６ｈと
、該第三パネル用第二溝側面部６ｈの見込み方向屋外側端部から見付け方向内側に向けて
折曲形成される第三パネル用第二溝底面部６ｉと、該第三パネル用第二溝底面部６ｉの見
付け方向内側端部に形成される第二屋内側係合部６ｋと、第三パネル用第二溝側面部６ｈ
の見込み方向中間部に形成される第二キャップ係合受部６ｍとを備えて構成されている。
【００１３】
　そして、前記第一方立部材５と第二方立部材６とは、これら第一方立部材５と第二方立
部材６とを組み付けた状態で、第一パネル支持部５ａと第二パネル支持部６ａの溝底部同
士が対向し、また、第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆ同士が間隔を存して互いに平行状に
対向し、さらに第一、第二見付け片部５ｇ、６ｇの見付け方向内側端部同士、および第三
パネル用第一、第二溝側面部５ｈ、６ｈ同士が第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆの対向間
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内において互いに間隔を存して対向するとともに、第一屋外側片部５ｂに形成の第一屋外
側係合部５ｃと第二屋外側片部６ｂに形成の第二屋外側係合部６ｃとが係合し、第一パネ
ル支持部５ａの溝底部に形成の第一当接片５ｄおよび第一リップ溝部５ｅが第二パネル支
持部６ａの溝底部に当接し、第一屋内側係合部５ｋと第二屋内側係合部６ｋとが係合する
状態で第三パネル用第一溝底面部５ｉと第三パネル用第二溝底面部６ｉとが重なり合うよ
うになっており、この状態で、第一、第二パネル支持部５ａ、６ａの溝底部同士はネジ９
により固定され、第三パネル用第一、第二溝底面部５ｉ、６ｉ同士はネジ１０により固定
されるようになっている。
　尚、本実施の形態では、前記第一屋外側係合部５ｃと第二屋外側係合部６ｃとの係合部
および第一リップ溝部５ｅにシール材１１が装着され、これにより、第一、第二方立部材
５、６間の止水性が確保されるようになっている。
【００１４】
　さらに、前記第一方立部材５と第二方立部材６とを組み付けて構成された方立２には、
前記重なり合う第三パネル用第一、第二溝底面部５ｉ、６ｉを溝底面部とし、第三パネル
用第一、第二溝側面部５ｈ、６ｈを溝側面部とし、第一、第二見付け片部５ｇ、６ｇの見
付け方向内側端部を溝開口側端部とする凹溝状の第三パネル支持部２ａが、第一、第二見
付け片部５ｇ、６ｇから没入する状態で形成されている。而して、第三パネル支持部２ａ
は、第一、第二方立部材５、６に一体形成されるとともに、該第一、第二見込み片部５ｆ
、６ｆの見込み幅内に収まる状態で第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆの対向間に設けられ
ており、そして該第三パネル支持部２ａに、前述した第三パネル７の縦辺部がビートやシ
ーリング材２０等を介して嵌合支持されるようになっている。
　尚、本実施の形態において、本発明の第三パネル支持部２ａは、前記第三パネル用第一
、第二溝側面部５ｈ、６ｈおよび第三パネル用第一、第二溝底面部５ｉ、６ｉによって形
成されている。また、第三パネル用第一溝側面部５ｈおよび第三パネル用第一溝底面部５
ｉは、本発明の第三パネル支持部一半部を構成し、第三パネル用第二溝側面部６ｈおよび
第三パネル用第二溝底面部６ｉは、本発明の第三パネル支持部他半部を構成する。さらに
、第一、第二見付け片部５ｇ、６ｇは、本発明の見付け片部に相当する。
【００１５】
　ここで、前記第三パネル７は、前述したように間仕切り８を構成するパネルであるが、
該第三パネル７を方立２に取付ける場合には、まず、間仕切り枠（第三パネル枠体）１３
を方立２に組み付け、該間仕切り枠１３と方立２とにより形成される開口部に第三パネル
７を嵌め込む。この場合に、方立２に形成の第三パネル支持部２ａに第三パネル７の縦辺
部が嵌合支持されるため、間仕切り枠１３の方立２側には縦枠は設けられない。そして、
間仕切り枠１３は、図５に示す如く、間仕切り枠１３を構成する横材１４の方立２側の端
部が、連結部材１５を介して方立２に連結されるが、該連結部材１５は、横材１４、方立
２にそれぞれネジ固定される一対の脚片１５ａ、１５ｂを備えたＬ字形状のものであって
、屋内側から前記第三パネル用第一、第二溝底面部５ｉ、６ｉに螺入されるネジ１６を介
して方立２に連結されるように構成されている。尚、該連結部材１５用のネジ１６は、前
記第一、第二方立部材５、６同士を固定するためのネジ１０と同様に、第三パネル用第一
、第二溝底面部５ｉ、６ｉに螺入されるが、この場合に、連結部材１５用のネジ１６と第
一、第二方立部材５、６固定用のネジ１０とは、互いに干渉しないように上下方向に位置
ズレするように設定されている。また、前記連結部材１５は図２および図５に図示し、他
の図面では省略する。
　さらに、本実施の形態では、間仕切り枠１３の見込み寸法は方立２の見付け寸法と同等
寸法に設計されている。これにより、方立２と間仕切り枠１３とが屋内外方向に面一状と
なって、意匠性に優れる。
【００１６】
　一方、１８は方立２に第三パネル７を取付けない場合に用いられるカバーキャップ（本
発明のカバー部材に相当する）であって、該カバーキャップ１８は、第三パネル支持部２
ａを屋内側から塞ぐカバー面部１８ａと、第三パネル支持部２ａの溝内に挿入されて第三
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パネル用第一、第二溝側面部５ｈ、６ｈに形成の第一、第二キャップ係合受部５ｍ、６ｍ
に着脱自在に係合する係合部１８ｂとを備えて構成されている。そして、該カバーキャッ
プ１８は、方立２に第三パネル７を取付けない場合に、第三パネル支持部２ａに屋内側か
ら組み付けられるが、該組み付けられた状態で、カバーキャップ１８のカバー面部１８ａ
は、方立２の第一、第二見付け片部５ｇ、６ｇと面一状になって第三パネル支持部２ａを
塞ぐように構成されている。而して、方立２に第三パネル７を取付けない場合に、第三パ
ネル支持部２ａは、カバーキャップ１８によって、第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆの見
込み方向屋内側端部と面一状となる状態で塞がれるようになっている。
【００１７】
　叙述の如く構成された本発明の実施の形態において、方立２は、第一パネル４Ａを支持
する第一パネル支持部５ａ、および該第一パネル支持部５ａから見込み方向に延びる第一
見込み片部５ｆを有する第一方立部材５と、第二パネル４Ｂを支持する第二パネル支持部
６ａ、および該第二パネル支持部６ａから見込み方向に延びる第二見込み片部６ｆを有す
る第二方立部材６とを、第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆ同士が互いに対向する状態で組
み付けて構成される左右分割型のものであるが、該方立に、第三パネル７を支持するため
の第三パネル支持部２ａを設けるにあたり、該第三パネル支持部２ａは、上記第一、第二
方立部材５、６に一体形成されることになる。
【００１８】
　この様に、本発明が実施されたものにあっては、第一パネル４Ａを支持する第一方立部
材５と第二パネル４Ｂを支持する第二方立部材６とからなる左右分割型の方立２を、該方
立２に第三パネル７を支持するための第三パネル支持部２ａを形成することによって三方
向用の方立２として用いることができるように構成したもの、つまり、二方向の方立２を
そのまま利用して三方向の方立２として用いることができるように構成したものであり、
これにより、二方向の方立２と三方向の方立２との共通化が図れて製造コストの削減を達
成できるとともに、施工後の第三パネル７の追加、除去、位置変更等にも容易に対応でき
ることになるが、このものにおいて、第三パネル７を支持するための第三パネル支持部２
ａは、第一、第二方立部材５、６に一体形成されている。この結果、第三パネル７を支持
するための専用の別部材を必要とせず、また、専用の別部材を方立２に取り付ける工程も
不要となって、製造コストの削減に大きく貢献できることになる。
【００１９】
　しかも、前記第三パネル支持部２ａは、第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆの見込み幅内
に収まる状態で第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆの対向間に形成されているため、外部か
ら視認されないことになる。この結果、第三パネル支持部２ａが外部から視認されて方立
２の意匠が損なわれてしまうことがないうえ、第三パネル７が設けられる方立２と第三パ
ネル７が設けられない方立２とが隣接していても、方立２としての統一性を確保できるこ
とになって、意匠性の向上に大きく貢献できる。
【００２０】
　また、このものでは、第一、第二方立部材５、６の第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆに
、一方の見込み片部５ｆ、６ｆの見込み方向端部から他方の見込み片部６ｆ、５ｆの見込
み方向端部に向けて延びる第一、第二見付け片部５ｇ、６ｇを一体形成し、該第一、第二
見付け片部５ｇ、６ｇに第三パネル支持部２ａが没入形成されている。これにより、第三
パネル支持部２ａを、第一、第二見込み片部５ｆ、６ｆの見込み幅内に収まる状態で第一
、第二見込み片部５ｆ、６ｆの対向間に形成することができる。
【００２１】
　さらに、前記第三パネル支持部２ａは、第一方立部材５に一体形成される第三パネル支
持部一半部（本実施の形態では、第三パネル用第一溝側面部５ｈおよび第三パネル用第一
溝底面部５ｉ）と、第二方立部材６に一体形成される第三パネル支持部他半部（本実施の
形態では、第三パネル用第二溝側面部６ｈおよび第三パネル用第二溝底面部６ｉ）とによ
り形成されている。これにより、第三パネル７を、第一方立部材５と第二方立部材６との
両方の方立部材で支持することになって、強固な支持構造とすることができる。
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【００２２】
　さらにこのものにおいて、方立２に第三パネル７を取付けない場合、つまり方立２を二
方向の方立として用いる場合には、第三パネル支持部２ａに、第一、第二見込み片部５ｆ
、６ｆの見込み方向端部と面一状となって第三パネル支持部２ａを塞ぐカバーキャップ１
８が装着されることになる。而して、方立２に第三パネル７を取付けない場合には、カバ
ーキャップ１８によって、第三パネル７を支持するための第三パネル支持部２ａを、第一
、第二見込み片部５ｆ、６ｆの見込み方向端部と面一状となる状態で塞ぐことができる。
【００２３】
　尚、本発明は上記実施の形態（第一の実施の形態）に限定されないことは勿論であって
、第一の実施の形態では、第三パネル枠体（間仕切り枠）１３の見込み寸法と方立２の見
付け寸法とは同等寸法に設計されているが、例えば、図６（Ａ）に示す如く、第三パネル
枠体１３の見込み寸法が方立２の見付け寸法と異なっていても、本発明を実施できる。
　また、第三パネル支持部を第一、第二方立部材に一体形成するにあたり、第一の実施の
形態では、第一、第二方立部材にそれぞれ第三パネル支持部一半部、第三パネル支持部他
半部を形成し、これら第三パネル支持部一半部と第三パネル支持部他半部とにより第三パ
ネル支持部を形成する構成となっているが、第三パネル支持部を、第一方立部材のみ、あ
るいは第二方立部材のみに一体形成する構成でもよい。この場合、例えば、図６（Ｂ）に
示す第二の実施の形態の如く、第一見込み片部５ｆの見込み方向端部に一体形成される見
付け片部５ｎを、第二見込み片部６ｆの見込み方向端部近くに至るまで延設するとともに
、該見付け片部５ｎの見付け方向中間部に第三パネル支持部２ａを形成する構成にするこ
ともできる。尚、前記図６（Ａ）、（Ｂ）において、第一の実施の形態と共通するものに
は同一の符号を付してある。
　さらに、第一の実施の形態では、第一、第二パネルは屋内外を仕切るサッシ用のパネル
であり、第三パネルは屋内側に配される間仕切り用のパネルであるが、これに限定される
ことなく、例えば、第一～第三パネルの全てが屋外側に配されるパネル、あるいは屋内側
に配されるパネルであっても、本発明を実施できる。また、第一の実施の形態では、サッ
シに用いられる方立を例にとって説明したが、これに限定されることなく、例えばカーテ
ンウォール等に用いられる方立にも、本発明を実施できる。尚、第一の実施の形態では、
方立は屋内外を仕切るサッシを構成するものであって、方立の見込み方向は屋内外方向を
向いているため、方立の見込み方向一方側を屋内側とし、見込み方向他方側を屋外側とし
て説明しているが、方立の見込み方向が屋内外方向を向いていない場合もある（例えば、
方立が屋内側に配されるサッシを構成するものである場合）ため、前記説明における屋内
側、屋外側は、方立の見込み方向一方側、見込み方向他方側と言い換えることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　本発明は、サッシやカーテンウォール等に用いられる方立に利用することができる。
【符号の説明】
【００２５】
　２　方立
　２ａ　第三パネル支持部
　４Ａ　第一パネル
　４Ｂ　第二パネル
　５　第一方立部材
　５ａ　第一パネル支持部
　５ｆ　第一見込み片部
　５ｇ　第一見付け片部
　５ｈ　第三パネル用第一溝側面部
　５ｉ　第三パネル用第一溝底面部
　６　第二方立部材
　６ａ　第二パネル支持部
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　６ｆ　第二見込み片部
　６ｇ　第二見付け片部
　６ｈ　第三パネル用第二溝側面部
　６ｉ　第三パネル用第二溝底面部
　７　第三パネル
　１８　カバーキャップ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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